
地域密着型サービス事業  

（指定地域密着型サービス事業者の指定）  

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定める   

ところにより、地域密着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉   

施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定   

する特別養護老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもの   

の開設者）の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サ   

ービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所（以下この節にお   

いて「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長であ   

る市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス責及び   

特例地域密着型介護サービス真の支給について、その効力を有する。  

2 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚   

生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け   

出なければならない。  

3 都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から   

前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区   

域（第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とす   

る。）における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域   

密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の   

規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定   

めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び   

地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達し   

ているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることにな   

ると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障   

を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又   

は勧告をすることができる。  

4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに   

該当するときは、第四十二条のこ第一項本文の指定をしてはならない。   

一 申請者が法人でないとき。   

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八  

条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で  

定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する  

従業者に関する基準を満たしていないとき。   

三 申請者が、第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型  

サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サ  

ービス事業の運営をすることができないと認められるとき。   

四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、そ  
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の所在地の市町村長の同意を得ていないとき。   

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの看であるとき。   

六 申請者が、第七十八条の九（第二号から第五号までを除く。）の規定に  

より指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない看  

であるとき。   

七 申請者が、第七十八条の九（第二号から第五号までを除く。）の規定に  

よる指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が  

あった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの  

間に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業  

の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の七の規定  

による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者  

を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しな  

いものであるとき。   

八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に閲し不正又は著し  

く不当な行為をした者であるとき。   

九 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  

がなくなるまでの者  

口 第五号又は前号に該当する者  

ハ 第七十八条の九（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定  

を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十  

五条の規定による通知があった目前六十日以内にその役員等であった看  

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの  

こ 第七号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業の廃止  

の届出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除  

く。）又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした法人（当該指  

定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）において、同号の通  

知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退  

の日から起算して五年を経過しないもの  

5 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに   

該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしないことができる。   

－ 申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取  

り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。   

二 申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定による指定の取   

消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当   

該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの問に第七十八条   

の五の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相  
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当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の七の規定による指定の辞退を  

した者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届  

出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   

三 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。  

イ 第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され  

た法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定  

による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消  

しの日から起算して五年を経過しないもの  

口 前号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届  

出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除  

く。）又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした法人（当該指  

定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）において、同号の通  

知の目前六十日以内にその役員等であった看で当該届出又は指定の辞退  

の日から起算して五年を経過しないもの   

四 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地  

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場  

合において、当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域  

（第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。  

以下この号において「日常生活圏域」という。）における当該地域密着型  

サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定め  

る市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏  

域の当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又  

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認める  

とき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれ  

があると認めるとき。  

6 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前   

項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あ   

らかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反   

映させるために必要な措置を講じなければならない。  

7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事   

業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。  

（指定の取消し等）  

第七十八条の九 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、   

当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定   

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す   

ることができる。   

一 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第五号又は第  

九号のいずれかに該当するに至ったとき。  
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二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条のこ第五項第三号に該当   

するに至ったとき。  

三 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第七項の規定により   

当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。  

四 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知   

識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の厚生労働省令   

で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に   

規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たす   

ことができなくなったとき。  

五 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第四項に   

規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従   

って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくな   

ったとき。  

六 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第六項に規定する義   

務に違反したと認められるとき。  

七 指定地域密着型サービス事業者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生   

活介護を行うものに限る。）が、第二十八条第五項（第二十九条第二項、第   

三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第   

二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合   

を含む。第八十四条、第九十二条及び第百四条において同じ。）の規定によ   

り調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告   

をしたとき。  

八 地域密着型介護サービス真の請求に関し不正があったとき。  

九 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の六第一項の規定により   

報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚   

偽の報告をしたとき。  

十 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、   

第七十八条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項   

の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項   

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指   

定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止   

するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽   

くしたときを除く。  

十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二   

第一項本文の指定を受けたとき。  

十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この   

法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの   

又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  

十三 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅   

サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  

十四 指定地域密着型サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は   

指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居   

宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  
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（準用）  

第七十八条の十一 第七十条のこの規定は、第四十二条のこ第一項本文の指定   
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め   

る。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受   
ける者若しくは当該保険給付に係る唇宅サニビ紳」これに相当するサ  

又   
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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指定居宅介護支援事業  

（指定居宅介護支援事業者の指定）  

第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、   

居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所   

（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。  

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれか   

に該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。   
一  申請者が法人でないとき。   

二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の  

厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。   

三 申請者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営  

に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができな  

いと認められるとき。   

四 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの看であるとき。   

五 申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定によ  

り指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者で  

あるとき。   

六 申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定によ  

る指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があっ  

た日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に  

第八十二条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ  

いて相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経  

過しないものであるとき。   

七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し  

く不当な行為をした看であるとき。   

八 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  

がなくなるまでの者  

口 第四号又は前号に該当する者  

ハ 第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を  

取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五  

条の規定による通知があった目前六十日以内にその役員等であった者で  

当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの  

二 第六号に規定する期間内に第八十二条の規定による事業の廃止の届  

出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）  
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において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該  

届出の日から起算して五年を経過しないもの  

（指定の更新）  

第七十九条の二 第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなけ   
れば、その期間の経過によって、その効力を失う。  
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条におい   

て「指定の有効期間」という。）め満了の日までにその申請に対する処分がさ   
れないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされる   
までの問は、なおその効力を有する。  
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、   
従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  
4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。   

（指定の取消し等）  

第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、   

当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又   
は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。   
一 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号のいず  
れかに該当するに至ったとき。   

二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の  
人員について、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすこ  

とができなくなったとき。   

三 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護   

支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の   

運営をすることができなくなったとき。   

四 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第四項に規定する義務に違反し  
たと認められるとき。   

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該   

調査の結果について虚偽の報告をしたとき。   

六 居宅介護サービス計画真の請求に閲し不正があったとき。   

七 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳   
簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告を  
したとき。   

八 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十   
三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定によ   
る質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定によ   
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事   
業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、   
当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。   
九 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定  

を受けたとき。   

十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その  
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他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれ  

らの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービ   

ス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   

十二 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の   

全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サー  

ビス等に閲し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  

2 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定   

により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前項各号の   

いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在   

地の都道府県知事に通知しなければならない。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受  
若し一給宅ススこするサ  

援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当  
するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サ榊ビスを含  
む。）葦岬）  
を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又  
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい  
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当  
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  

27   



指定介護老人福祉施設事業  

（指定介護老人福祉施設の指定）  

第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところ   

により、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームであって、   

その人所定員が三十人以上であるものの開設者の申請があったものについて   

行う。  

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホ   

ームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第一号の指   

定をしてはならない。   

一 第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。   

二 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関   

する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認   

められるとき。   

三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若  

しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ  

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの看であ  

るとき。   

四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条   

の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算  

して五年を経過しない者であるとき。   

五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条  

の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五  

条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこ  

とを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者   

（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該指定の辞  

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   

六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サー  

ビス等に閲し不正又は著しく不当な行為をした看であるとき。   

七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれ  

かに該当する者があるとき。  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  

がなくなるまでの者  

口 第三号又は前号に該当する者   

ハ 第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を  

取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処釧こ係る行  

政手続法第十五条の規定による通知があった目前六十日以内にその開設  

者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経  
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過しないもの   

こ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特   

別養護老人ホーム（当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老   

人ホームを除く。）において、同号の通知の目前六十日以内にその開設者   

の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経  

過しないもの  

3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、   

関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指   

定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業   

計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。  

（指定の更新）  

第八十六条の二 第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受   

けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条におい   

て「指定の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がさ   

れないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされる   

までの間は、なおその効力を有する。  

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、   

従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。  

（指定の取消し等）  

第九十二条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、   

当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、   

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができ   

る。   

一 指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号又は第七号のいずれ  

かに該当するに至ったとき。   

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事す  

る従業者の人員について、第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数  

を満たすことができなくなったとき。   

三 指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福   

祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設  

の運営をすることができなくなったとき。   

四 指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第四項に規定する義務に  

違反したと認められるとき。   

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該  

調査の結果について虚偽の報告をしたとき。  
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六 施設介護サービス真の請求に関し不正があったとき。   

七 指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書   

類の提出若し・くは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした  

とき。   

八 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第九十条   

第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質   

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検   

査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉   

施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、   

当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽   

くしたときを除く亡。   

九 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項  

第一号の指定を受けたとき。   

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法   

律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又   

はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅   

サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   

十二 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取   

消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年   

以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があると  

き。  

2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五   

項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項   

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉   

施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受   
ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サ瑚（これlこ相当するサ   
瑚）、居宅介護支   
援（これに相当するサービスを含む。）、卿（これlこ相当   
するサービスを含む。）、礫山こ相当するサービスを含  

又   

はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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（開設許可）  

第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定め   

るところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。  

2 介護老人保健施設を開設した者（以下「介護老人保健施設の開設者」とい   

う。）が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項   

を変更しようとするときも、前項と同様とする。  

3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号   

（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当するときは、   

前二項の許可を与えることができない。   
一  当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法  

人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める看でないとき。   

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する施設又は同条第二  

項に規定する人員を有しないとき。   

三 第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する  

基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認め  

られるとき。   

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受  

けることがなくなるまでの看であるとき。   

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの看であるとき。   

大 中話者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により  

許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当  

該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分  

に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった目前六十日以内に当  

該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者（以下「介  

護老人保健施設の管理者」という。）であった看で当該取消しの日から起算  

して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の  

厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当  

該通知があった目前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管  

理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含  

む。）であるとき。   

七 申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による  

許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった  

日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの問に第  

百五条において準用する医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第九条第  
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一項の規定による廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由があ  

る者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものである  

とき。   

八 前号に規定する期間内に第百五条において準用する医療法第九条第一項  

の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の  

目前六十日以内に当該届出に係る法人（当該廃止について相当の理由があ  

る法人を除く。）の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又  

は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの   

（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）の開設した介護老人保健  

施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しない  

ものであるとき（，   

九 申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し  

く不当な行為をした者であるとき。   

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれか  

に該当する者のあるものであるとき。   

十一 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、  

その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から  

第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。  

4 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとす   

る者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。  

5 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加に係る   

ものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があった場合におい   

て、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規   

定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護老人保健施設の入   

所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介   

護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所   

定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所   

定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都   

道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めると   

きは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。  

6 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、   

関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指   

定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業   

計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。  

（許可の更新）  

第九十四条の二 前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、   

その期間の経過によって、その効力を失う。  

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条におい  
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て「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がさ   

れないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされる   

までの問は、なおその効力を有する。  

3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、   

従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

4 前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。  

（許可の取消し等）  

第百四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、   

当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間   

を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。   

一 介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当  

の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。   

二 介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号、第五号、第十号又は第  

十一号のいずれかに該当するに至ったとき。   

三 介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第五項に規定する義務に違反  

したと認められるとき。   

四 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったと  

き。   

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該   

調査の結果について虚偽の報告をしたとき。   

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。   

七 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告又は診   

療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又  

は虚偽の報告をしたとき。   

八 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭を求め  

られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは   

虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避  

したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合   

において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は   

当該介護老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除  

く。   

九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律そ   

の他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこ   

れらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   

十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービ   

ス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   

十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は   

当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しく  
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は一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に閲し   

不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。   

十二 介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣   

が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の   

取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年   

以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

2 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係   

る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のい   

ずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地   

の都道府県知事に通知しなければならない。  

3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務につ   

いて、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保する   

ため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行   

うことを指示することができる。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受  

はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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指定介護療養型医療施  

（指定介護療養型医療施設の指定）  

第百七条 第四十八条第一項第三号の指定は、厚生労働省令で定めるところに   

より、療養病床等を有する病院又は診療所（以下この条において「療養病床病   

院等」という。）であって、その開設者の申請があったものについて行う。  

2 前項の申請は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定   

員を定めてするものとする。  

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床病院   

等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三号の指定   

をしてはならない。   

一 第百十条第一項に規定する人員を有しないとき。   

ニ 第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関  

する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができない  

と認められるとき。   

三 当該療養病床病院等の開設者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行  

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   

四 当該療養病床病院等の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しく  

は福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、  

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの看であるとき。   

五 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二  

十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して  

五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合において  

は、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があっ  

た日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管  

理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含  

み、当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病院等である場合に  

おいては、当該通知があった目前六十日以内に当該療養病床病院等の管理  

者であった看で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含  

む。）であるとき。   

六 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二  

十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の  

規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを  

決定する日までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした者（当該指  

定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該指定の辞退の日か  

ら起算して五年を経過しないものであるとき。   

七 前号に規定する期間内に第百十三条の規定による指定の辞退があった場  

合において、当該療養病床病院等の開設者が、同号の通知の日前六十日以  
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内に当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある  

法人を除く。）の役員若しくはその開設した療養病床病院等の管理者又は当  

該指定の辞退に係る法人でない療養病床病院等（当該指定の辞退について相  

当の理由があるものを除く。）の管理者であった看で、当該指定の辞退の日  

から起算して五年を経過しないものであるとき。   

八 当該療養病床病院等の開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス  

等に閲し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。   

九 当該療養病床病院等の開設者が、法人で、その役員又は当該療養病床病   

院等ゐ管理者のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者のある  

ものであるとき。   

十 当該療養病床病院等の開設者が、法人でない療養病床病院等で、その管  

理者が第三号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。  

4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施   

設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が   

定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る所   
定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護   

保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養   

病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施   

設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道   

府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき   

は、第四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。  

5 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするときは、   

関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指   

定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業   

計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。   

（指定の更新）  

第百七条の二 第四十八条第一項第三号の指定は、六年ごとにその更新を受け   

なければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条におい   

て「指定の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がさ   

れないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされる   

までの間は、なおその効力を有する。  

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、   

従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。  
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（指定の取消し等）  

第百十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、   

当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指定を取り消   

し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが   

できる。   

一 指定介護療養型医療施設が、第百七条第三項第三号、第四号、第九号又   

は第十号のいずれかに該当するに至ったとき。   

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事   

する従業者の人員について、第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数  

を満たすことができなくなったとき。   

三 指定介護療養型医療施設が、第百十条第二項に規定する指定介護療養型   

医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療   

施設の運営をすることができなくなったとき。   

四 指定介護療養型医療施設の開設者が、第百十条第四項に規定する義務に  

違反したと認められるとき。   

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該   

調査の結果について虚偽の報告をしたとき。   

六 施設介護サービス真の請求に関し不正があったとき。   

七 指定介護療養型医療施設が、第百十二条第一項の規定により報告又は診   

療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又   

は虚偽の報告をしたとき。   

八 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、   

第百十二条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規   

定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規   

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介   

護療養型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防   

止するため、当該指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者が相当の注   

意及び監督を尽くしたときを除く。  

九 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一   

項第三号の指定を受けたとき。  

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この   

法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの   

又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居   

宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  

十二 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役   

員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指   

定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅   

サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  
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十三 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である   

場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の   

効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又   

は著しく不当な行為をした看であるとき。  

2 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条第五   

項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設について、前   

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型   

医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受  
苦しは当給スに相る  

援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当  
するサービスを含む。）、閲（これlこ相当するサーービスを含  
む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサ瑚）をいう。以下l司じ。）  
を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又  
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい  
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当  
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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指定介護予防サービス事業  

（指定介護予防サービス事業者の指定）  

第百十五条の二 第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるとこ   

ろにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービス   

の種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う   

事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行う。  

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号ま   

で、第五号から第七号まで、第九号又は第十号（病院等により行われる介護   

予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問   

看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション   

若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号か   

ら第十一号まで）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指   

定をしてはならない。   
一  申請者が法人でないとき。   

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五  

条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定め  

る員数を満たしていないとき。   

三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係  

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サ  

ービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービ  

ス事業の運営をすることができないと認められるとき。   

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受  

けることがなくなるまでの者であるとき。   

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   

六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定  

により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない  

者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し  

の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以  

内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経  

過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等であ  

る場合においては、当該通知があった目前六十日以内に当該病院等の管理  

者であった看で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含  

む。）であるとき。   

七 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六碩の規定  

による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が  
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あった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの   

間に第百十五条の五の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の   

廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して   

五年を経過しないものであるとき。  

八 前号に規定する期間内に第百十五条の五の規定による事業の廃止の届出   

があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届   

出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の   

役員等又は当該届出に係る法人でない病院等（当該事業の廃止について相   

当の理由があるものを除く。）の管理者であった看で、当該届出の日から起   

算して五年を経過しないものであるとき。  

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し   

く不当な行為をした看であるとき。  

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれか   

に該当する者のあるものであるとき。  

十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号まで   

のいずれかに該当する看であるとき。  

（指定の取消し等）  

第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい   

ては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定   

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す   

ることができる。   

一 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第二項第四号、第五号、  

第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。   

ニ 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識  

若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で  

定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなく  

なったとき。   

三 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第二項に規定する指定  

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基  

準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って  

適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。   

四 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第四項に規定する義務  

に違反したと認められるとき。   

五 介護予防サービス真の請求に閲し不正があったとき。   

六 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の六第一項の規定により報  

告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽  

の報告をしたとき。   

七 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第  
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百十五条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の   

規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の   

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定   

に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止す  

るため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くし  

たときを除く。   

八 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第一項本  

文の指定を受けたとき。   

九 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律   

その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又は  

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サー  

ビス等に閲し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   

十一 指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等   

のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしよう   

とするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為  

をした者があるとき。   

十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等である場合において、   

その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をし   

ようとするとき前五年以内に居宅サービス等に閲し不正又は著しく不当な   

行為をした者であるとき。  

2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サ  

ービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ   

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければなら   

ない。  

（準用）  

第百十五条の十 第七十条のこから第七十二条までの規定は、第五十三条第一   

項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必   

要な技術的読替えは、政令で定める。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受   
ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサ  

を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又   
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一碩第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若し〈は依植し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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指定地域密着型介護予防サービス事業  

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）  

第百十五条の十一 第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定め   

るところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、   

地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの   

種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所（以下この節にお   

いて「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長であ   

る市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費   

及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。  

2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該   

当するときは、第五十四条のこ第一項本文の指定をしてはならない。   

一 申請者が法人でないとき。   

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五  

条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令  

で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービス  

に従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。   

三 申請者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着  

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する  

基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する  

基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることが  

できないと認められるとき。   

四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、そ  

の所在地の市町村長の同意を得ていないとき。   

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   

六 申請者が、第百十五条の十七（第二号から第五号までを除く。）の規定に  

より指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者  

であるとき。   

七 申請者が、第百十五条の十七（第二号から第五号までを除く。）の規定に  

よる指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ  

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間  

に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の  

廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して  

五年を経過しないものであるとき。   

八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し  

く不当な行為をした看であるとき。   

九 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。  
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イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  

がなくなるまでの者  

口 第五号又は前号に該当する者   

ハ 第百十五条の十七（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定  

を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十  

五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった看  

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの   

二 第七号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃  

止の届出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を  

除く。）において、同号の通知の目前六十日以内にその役員等であった  

看で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの  

3 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに   

該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。   

一 申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を   

取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。   

二 申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定による指定の   

取消しの処分に係る行政手続法筆十五条の規定による通知があった日から  

当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五   

条の十四の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい   

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過  

しないものであるとき。   

三 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。   

イ 第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消さ  

れた法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定  

による通知があった目前六十日以内にその役員等であった者で当該取消  

しの日から起算して五年を経過しないもの  

口 前号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の  

届出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除  

く。）において、同号の通知の目前六十日以内にその役員等であった看で  

当該届出の日から起算して五年を経過しないもの  

4 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あ   

らかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反   

映させるために必要な措置を講じなければならない。  

5 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事   

業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。  

（指定の取消し等）  

第百十五条の十七 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において   

は、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一  
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項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の  

効力を停止することができる。  

一 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第二項第   

五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。  

二 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第三項第   

三号に該当するに至ったとき。  

三 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の   

規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められ   

るとき。  

四 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従   

業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十三第一項の厚   

生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同   

条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に   

関する基準を満たすことができなくなったとき。  

五 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第二項又   

は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた   

めの効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービ   

スの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護   

予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。  

六 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第六項に   

規定する義務に違反したと認められるとき。  

七 地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。  

八 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十五第一項の   

規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ   

ず、又は虚偽の報告をしたとき。  

九 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従   

業者が、第百十五条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応   

ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、   

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、   

当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為   

を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注   

意及び監督を尽くしたときを除く。  

十 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四   

条のこ第一項本文の指定を受けたとき。  

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者   

が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定   

めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分lこ違反したとき。  

十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者   

が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  
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十三 指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等のうちに、指定の取   

消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年   

以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があると   

き。  

（準用）  

第百十五条の十九 第七十条のこの規定は、第五十四条の二第一項本文の指定   

について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め   

る。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受  

を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又   
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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指定介護予防支援事業  

（指定介護予防支援事業者の指定）  

第百十五条の二十  第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところ   

により、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの設置   

者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所（以下この節において「事   

業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村   

の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予   

防サービス計画真の支給について、その効力を有する。  

2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該   

当するときは、第五十八条第一項の指定をしてはならない。   

一 申請者が法人でないとき。   

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五   

条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で  

定める員数を満たしていないとき。   

三 申請者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係  

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支   

援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をす  

ることができないと認められるとき。   

四 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で  

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、  

又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   

五 申請者が、第百十五条の二十六の規定により指定を取り消され、その取  

消しの日から起算して五年を経過しない看であるとき。   

六 申請者が、第百十五条の二十六の規定による指定の取消しの処分に係る  

行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又  

は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の二十三の規定に  

よる事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由があ  

る者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものである  

とき。   

七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に閲し不正又は著し  

く不当な行為をした看であるとき。   

八 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  

がなくなるまでの者  

口 第四号又は前号に該当する者  

ハ 第百十五条の二十六の規定により指定を取り消された法人において、  

当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった  

目前六十日以内にその役員等であった看で当該取消しの日から起算して  
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五年を経過しないもの   

二 第六号に規定する期間内に第百十五条の二十三の規定による事業の廃  

止の届出をした法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を  

除く。）において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった  

者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの  

3 市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、   

当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるた   

めに必要な措置を講じなければならない。  

（指定の取消し等）  

第百十五条の二十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい   

ては、当該指定介護予防支援事業者に係る第五十八条第一項の指定を取り消   

し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが   

できる。   

一 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十第二項第四号又は第八号  

のいずれかに該当するに至ったとき。   

二 指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若し  

くは技能又は人員について、第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で  

定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなく  

なったとき。   

三 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定  

介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又  

は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予  

防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。   

四 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第四項に規定する義務  

に違反したと認められるとき。   

五 介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。   

六 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十四第一項の規定により報   

告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽  

の報告をしたとき。   

七 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十   

五条の二十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の   

規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の   

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定   

に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止す  

るため、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと  

きを除く。   

八 指定介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十八条第一項の指定  

を受けたとき。  
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九 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、この法律その   

他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれ   

らの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、居宅サービス   

等に閲し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  

十一 指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の   

全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サー   

ビス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  

（準用）  

第百十五条の二十八 第七十条のこの規定は、第五十八条第一項の指定につい   

て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

（文書の提出等）  

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受   
ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サ瑚（これに相当するサ  
瑚）、居宅介護支  

、 

（   

む。）珊）をいう。以下同じ。）   
を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又   
はこれらの看であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」とい   
う。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当   
該職員に質問若しくは照会をさせることができる。  
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介護保険事業所の指定取消状況  

（平成12～18年度）  
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指定取消等処分のあった介護保険事業所の内訳  

【サービス種別と法人種別による分類（事業所数）】  

法人種別  

特定非  合計  
営利法人   営利活 動法人  医療法人  社会福祉 法人  地方公共 団体  その他   

訪問介護  144   16  6  1   167  

訪問入浴介護  4   5  

訪問看護  皿  4  2   17  

訪問リハビリテーション  2  2   4  

居宅療養管理指導  5．  4   9  

適所介護  28（2）   5   4   38（2）  

適所リハビリテーション  7   3  4   14  

短期入所生活介護  3  3  

短期入所療養介護  6   4  10  

特定施設入所者生活介護  3  4  

サ  
l  

福祉用具貸与  20  20  

ビ  

ス  
特定福祉用具販売  口  

種  

別  
居宅介護支援  88   18   10   14   131  

介護老人福祉施設  0  

介護老人保健施設  2  2  

介護療養型医療施設  18  3   2   23  

介護予防訪問介護  10   

介護予防訪問看護  口  

介護予防通所介護   

特定介護予防福祉用具販売   

認知症対応型共同生活介護  皿   3  14  

認知症対応型適所介護   

介護予防認知症対応型通所介護  

合 計  
325（2）   44   55   31   4   19   478（2）   

注）（）内の件数は「指定の効力の一部又は全部停止件数」の別掲  
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指定取消等処分のあった介護保険事業所の年度別内訳  
（平成12年4月分から平成19年3月分累計）  

【都道府県別による分類（事業所数）】  

平成   平成   平成  平成  平成   平成   平成   
合計  12年度  13年度  14年度  15年度  16年度  17年度  18年度   

北海道   0   3   Ⅷ   7   4   16   3   44   
2   青森県   0   0   0   2   0   0   0   2   

3   岩手県   0   0   0   0   2   4   

4   宮城県   0   0   2   0   8   0   四   

5   秋田県   0   0   0   0   0   0   0   0   
6   山形県   0   0   0   0   2   0   3   

7   福島県   0   0   0   6 1 2   0   9   

8   茨城県   ○   0   0   3   0   2   0   5   

9   栃木県   0   3   4   2   0   Ⅷ   
10   群馬県   0   4   3   2 j 0   2   12   

埼玉県   0   6   2   0   0   0   4   12   
12   干葉県   0   0   0   6 1 0   2   9   

13   東京都   0   3   4   3   5   4   24   43   
14   神奈川県   0   0   0   3 1 6   

15   新潟県   0   3   0   0   o J 0   0   3   

16   冨山県   0   0   2   0  0   O I 0   2   

石川県   0   0   0   0   0  0   0   0   
18   福井県   0   0   0   0   2  10   0   12   
19   山梨県   0   0   0   0   O I 0   0   0   
20   長野県   0   0   0  4  0   0   0   4   

21   岐阜県   0   0   3   3   3 1 O j 0   9   

22   静岡県   0   0   3   0   2   0   6   

23   愛知県   0   0   3   2 1 3   0   9   

24   三重県   0   4   0   0   0   0   5   

25   滋賀県   ○   0   3   7 1 2   2   15   
26   京都府   0   3   30   12   1010 3   59   
27   大阪府   2   10   5   9   2   3   32   
28   兵庫県   0   2   0   6   

29   奈良県   0   0   2   O I 0   3   6   

30   和歌山県   0   3   O I 0   0   5   

31   鳥取県   0   0   0   0   0   0   0   O _ 

32   島根県   0   0   0   0   0   0   0   0   

33   岡山県   0   0   0   0   O I 2   0   2 2 

34   広島県   0   0   0   6   0   0   7   

35   山口県   0   0   2   0   0   ○   2   

36   徳島県   0   0   0   0   3   

37   香川県   0   0   2   2   0   8   0   12 _ 
38   愛媛県   0   0   0   0   2   2   0   4   

39   高知県   0   0   0   0   0   2   3   

40   福岡県   0   0   0   20   3   8   7   38   
41   佐賀県   0   0   0   0   2   0   3   

42   長崎県   0   3   0   0   0（2）  5（2）   

43   熊本県   0   4   0   8 _ 

44   大分県   0   0   0   0   5   0   0   5   

45  宮崎県  2  0  匹  3  2  2  3  13  46  鹿児島県  0  0  0  13  2  2  3  20  4了    0 7    一書＝L  2  堅  一＿1  0  4  巨      105  81  96  69（2）  478（2）  

注）（ ）内の件数は「指定の効力の－一部又は主部停止件数」の別掲  
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コムスンの介護サービスを利用されている方へ  

○平成20年4月以降どうなるかは、市町村、市町村の   
地域包括支援センターまたは、担当のケアマネジャー   
にお尋ねください。  

○必要な介護サービスが、途切れることの無いよう、国、   
都道府県、市町村が責任を持って対応いたします。  

本件のお問い合わせ先  

電話番号＊＊＊－＊＊＊一＊＊＊  00市00課00係   

00市00地域包括支援センター  電話番号＊＊＊一＊＊＊－＊＊＊   
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